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はじめに
　わが国の知財人財の育成に関しては、2003年の知
的財産戦略本部の創設以来、毎年策定されてきた
「知的財産推進計画」において、知的財産に関わる
人材の育成の重要性が強調されてきたことを端緒に、
知的財産重視による国の競争力強化のための国家戦

略を進めており、知的財産関連業務の質や量が拡大
することに伴い、知的財産に関する知識・能力を持
つ人材が多く求められ、知的財産制度を支えるため
の人材の質的・量的な充実が課題とされ、2006年に
今後10年間の知的財産人材の方向性を示す「知的財
産人材育成総合戦略」が取りまとめられた。
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　その後、グローバルネットワーク時代の到来を受
け、知財マネジメントが変容したことによって求め
られる知財財産人材は、「知財財産人材育成総合戦
略」が重視した、主として国内の知的財産権の取得・
維持・管理に直接的に関わる「知財専門人材」にと
どまらず、グローバルイノベーションを創成し、国
際競争力の強化に資するような形で、事業戦略に巧
みに適切かつ先行的・実践的に知財を活用できる
「知財マネジメント人材」にまで広がっていることを
鑑み、2012年に今後５年間さらに10年間を見越した
「知財人材育成プラン」が取りまとめられた。
　また、現在では第４次産業革命が進行し、新たな
事業貢献を担う知財人材の活躍、活用、育成が求め
られているため、早急に中長期的な知的財産人材育
成戦略を検討し、新たな戦略プランを策定してくこ
との必要性が提言されている。
　今回は、このような知的財産人材育成の流れを振
り返りながら、中小企業を取り巻く知的人材育成に
ついての基本的な説明をおこなう。

１．知的財産人材育成総合戦略について
（１）知的財産人財育成のための総合戦略の必要性

知的財産制度を支えるのは人であり、知的財産
人材の質的・量的な充実がなければ、いかに制度
を整えようともそれを活かすことはできない。と
ころが、知的財産人材の絶対量の不足が懸念され
ており、今後十分な数の知的財産人材を確保・育
成することが必要とされ、一方では、知的財産を
取り巻く環境の変化に対応するため、質的向上が
喫緊の課題とされた。
また、知的財産制度を支える人材育成の留意ポ
イントとして、①人材の育成には時間がかかる②
教育や研修を有機的に連携する必要がある③多種
多様な人材の全般にわたり計画的に育成を行う必
要があるということから、知的財産に関わる人材
育成に取り組むためには、中長期視点に立ち、総
合的な戦略を策定し、着実に実施することが重要
とされ「知的財産人材育成総合戦略」が策定された。

（２）知的財産人材の多様性

知的財産に関わる多種多様な人材を知的財産の
専門性の程度によって、「知的財産専門人材」、「知

的財産創出マネジメント人材」、「裾野人材」の３
種類に分類した。

分類 例

知的財産専門人材
（狭義の知的財産人材）

知的財産の保護・活用に直接
的に関わる人材
（知的財産部門担当者、弁護
士、弁理士、産学連携従事者、
行政・公的機関担当者　等

知的財産創出・
マネジメント人材
（広義の知的財産人材）

知的財産を創造する人材
知的財産を活かした経営を行
う人材　等
（研究者、技術者、コンテンツ
のクリエーター・プロデュー
サー、経営者、経営幹部　等）

裾野人材 知的財産に関する一般的な知
識を保有することが期待され
る人材
知的財産を将来創造すること
が期待される人材
（一般社会人、一般消費者、
学生、生徒　等）

（３）総合戦略の基本的な考え方

３つの目標 ①�「知的財産専門人材」の量を倍増
（６万人→12万人）し、質を高度化す
る。
②�「知的財産創出・マネジメント人材」
を育成し、質を高度化する。
③国民の「知財民度」を高める。

５つの人物像 ①国際的に戦える人材
②先端技術を理解できる人材
③融合人材
④知的財産競争を勝ち抜く経営人材
⑤中小企業・地域で役立つ人材

特に中小企業においては、知的資産に関する知
識が不足しているため、優秀な技術を持っていて
も、その技術を知的財産として認識・保護・管理
することなく事業に有効に活用できていないケー
スや不適切な契約のために大きな事業損失を被る
ケースも多い（知的財産デバイド）。また、知的
財産人材の地域的な偏在により地域に存在する知
的財産を有効活用できていない（地域アンバラン
ス）といった実態に即して、中小企業や地方公共


